
年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

†76－ 2151 内線222

国民年金保険料は、お支払い方法に

よって割引きがあるのをご存知ですか。

前納でおトクな割引を

■募集する作文・標語の内容

・交通事故防止に関すること

・交通事故の体験に関すること

・その他交通安全に関すること

■作品応募対象者

・児童・生徒の部

（小学校５・６年生及び中学生）

■作品の提出期限及び提出先

期　限：２月27日（月）

提出先：役場　住民生活課住民生活グループ

※児童・生徒の部については、学校を通じて集約しております。

■表彰区分

最優秀賞　　小中学生　　各１点

優 秀 賞 小中学生　　各２点

努 力 賞　　小中学生　　各２点

■表　　彰

４月に開催予定の「津別町交通安全推進町民大会」の席上で行い　

ます。

■問い合わせ先 役場　住民生活グループ　

†76－2151（内線216）

町では交通事故を少しでも減少させることを目的に、下記要領に

より『第20回交通安全に関する作文・標語コンクール』を実施いた

します。

問い合わせ・更新手続き先

役場　戸籍・年金担当　†76－2151（内線222）

国税の電子申告をされる方の住民基本台

帳カードには「電子証明書」が記録されて

いて、この電子証明書の有効期間は、発行

の日から３年間となっています。

役場で「電子証明書」を記録した住民基

本台帳カードをお渡ししたときの「電子証

明書の写し」に有効期間満了日が記載され

ています。「電子証明書」の有効期間が過ぎ

た住民基本台帳カードでは、電子申告はで

きません。引き続き、電子申告を行うため

には「電子証明書」の更新手続きが必要で

す（更新手数料は500円です）。

なお、住民基本台帳カードに記載されて

いる有効期間は、カード自体の有効期間に

なります。

６カ月分で730円６カ月分前納

１年分で3,200円

割　引　額

１年分前納

前 納 区 分

６カ月分で1,020円６カ月分前納

１年分で3,780円

割　引　額

１年分前納

前 納 区 分

◎納付書又はクレジットカードで前納

された場合

◎口座振替で前納された場合

※割引額は、平成23年度の額です。平成　

24年度の割引額はまだ未定です。

※また､6カ月分前納は上期（4～9月分）、

下期（10～翌年3月分）となります。

国民年金保険料の前納には、事前の

申し込みが必要です。なお「１年分前

納」と「上期６カ月分前納（４～９月

分）」の申し込み期日は２月末です！

～前納の申し込み・問い合わせ先～

北見年金事務所　国民年金課

†0157－25－9635

日　時 ２月15日（水）９時30分～12時00分

場　所 町民民館　１階 和室・調理室

持ち物 エプロン、三角巾、手ふき、タオル

離乳食ガイドブック

参加費 無料です

申込締切 ２月10日（金）

まで

その他 当日は託児があ

ります

生後４～７ヶ月児の保護者を対象にした離乳食

（初期、中期）の教室を開催します。

教室では、講話（離乳食のポイント、進め方な

ど）、調理実習（初期、中期）、試食などを予定し

ています。気軽にご参加下さい。

申し込み・問い合わせ先

役場 保健福祉課健康医療グループ・栄養士

†76－2151（内線332）

美幌町における平成24年度の調停等手続説明会
（昨年度までの「相談会」から名称が変わりまし
た）の日程をお知らせします。

場所 美幌町字東３条北２丁目１番地

美幌町保健福祉総合センターしゃきっとプラザ

†0152－73－1111（内線346）

時間　電話予約により指定された午後１時から３時ま　

での時間

予約・問い合わせ先

北見簡易裁判所　†0157－24－8431（内線211）

※実施予定日の１週間前までに電話予約が必要です

問い合わせ先

北方圏国際シンポジウム実行委員会事務局

†0158－26－2810

http://www.o-tower.co.jp/okhsympo/

北方圏の産業、経済の発展および生活、

文化の創造を目的とし、国内外から多数の

学術研究者が参加し、氷海に関わる研究発

表や情報交換を行います。

また、初めての試みとしてオホーツク圏

の高校生の進路選択に役立てられるよう、

シンポジウムに参加する大学の教官や学生

の方々には、研究発表のみならず大学案内、

研究室の紹介をしていただきます。

日　程 ２月19日～24日

場　所 紋別市民会館、紋別市文化会館

主　催 オホーツク海・氷海研究グループ

紋別市

第27回北方圏国際シンポジウム
「オホーツク海と流氷」

開催のご案内

○車道や歩道へ雪を出さないでください
車道や歩道への雪出しが見受けられます。車や歩行者の安全のために除雪作業　

を行っていますので、除雪車両の通行前後にかかわらず、雪を出さないようにお

願いします。

○雪捨ては指定の場所にお願いします　
家の近くの道路脇、排水路などへの雪捨てが見受けられます。車道を狭くす　

るなど通行障害の原因となりますので必ず指定場所(右図)へ捨ててください。

○お問い合わせについて
除雪作業についてのお問合せの際、現場等確認の都合上、ご住所とお名前など

をお知らせくださいますようお願いいたします。

問い合わせ先　役場建設課　道路・車両グループ †76－2151(内線248・249)
除雪センター †76－2739
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今年は例年に比べ積雪量が多くなっています。冬道の確保と快適な冬の暮らしを目指して除雪対

策に取り組んでおりますので、町民のみなさんのご協力をお願いいたします。


